
小金井市告示第２１６号  

 

制限付一般競争入札（電子入札）告示  

 

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６並びに小金井市契約

事務規則（昭和３９年規則第１６号）第７条及び第８条の規定に基づき、次のとおり

公示する。  

 

令和７年１０月２３日  

 

小金井市長 白 井   亨  

 

１ 制限付一般競争入札に付する事項  

⑴  工事件名 小金井市立小金井第一小学校校舎改築等工事（電気設備工事）  

⑵  工事場所 小金井市本町一丁目１番６号  

⑶  工事概要 本工事は、新校舎建設工事、敷地南側外構整備工事及び既存体育館

改修工事に伴う電気設備工事である（既存校舎を使用しながらの工

事となる。）。  

ア 新校舎建設工事  

・敷地面積：１１，４３７．９０㎡  

・建築面積： ２，２２８．７５㎡  

・延べ面積： ７，９９６．８３㎡  

   ・構  造：鉄筋コンクリート造 地上４階  

・最高高さ：    ２０．９８ｍ  

イ 敷地南側外構整備工事  

ウ 既存体育館改修工事  

（ア～ウにおける主要な電気設備工事）  

・受変電設備工事 

・幹線動力設備工事 

・電灯・コンセント設備工事 

・雷保護設備工事 

・火災報知器設備工事 



・防犯設備工事 

・拡声設備工事 

・誘導支援設備工事 

・構内情報通信網設備工事 

・構内交換設備工事 

・テレビ共同受信設備工事 

    

⑷   工  期 契約確定日の翌日から令和１０年（２０２８年）６月３０日まで  

また、新校舎については令和１０年５月３１日までに引渡しを行

うものとする。  

なお、新校舎への引越し等を行うため、引渡し前に建築基準法（昭

和２５年法律第１００号）第７条の６による仮使用認定を受けられ

るようにすること。  

⑸  予定価格 ￥７２１，０００，０００円（消費税及び地方消費税抜き）  

⑹  支払条件  前払金（契約金額の４／１０以内（上限２億円を限度とする。））及

び部分払あり、完了払  

 市は工事の建設等に係る対価について、毎年度の出来高に応じて

支払うものとする。  

なお、令和８年度及び令和９年度については、年度中間において

も、部分払ができるものとする。  

⑺ 本工事は、価格以外の要素（技術力・社会性等の評価等）と価格を総合的に評

価して落札者を決定する総合評価方式の工事である。  

⑻ 本工事は、単体企業又は特定建設工事共同企業体での参加を認める混合入札の

適用工事である。  

⑼ 紙又は電子契約も可能とする。  

 

２ 制限付一般競争入札に参加できる単独企業又は特定建設工事共同企業体の代表者

の資格要件  

⑴  東京電子自治体共同運営電子調達サービス（以下「電子調達サービス」という。）

の登録申請が承認されている者の中で、小金井市に申請し、電気工事に業種登録

を行っている者  

⑵   東京都内に本店・支店又は営業所を有し、建設業法（昭和２４年法律第１００



号）第３条第１項に規定する許可を受けた者であり、電気工事業に係る特定建設

業許可を有すること。 

⑶   電気工事の共同格付けＡランクで、電気工事の経営規模等評価結果（経営事項

審査結果）の総合評定値（総合評点）が８００点以上であること。 

⑷  小金井市において、告示日又は開札日に指名停止を受けていないこと。 

⑸  地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。 

⑹   経営不振の状態（会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条第１項の

規定に基づき更生手続開始の申立てをしたとき、民事再生法（平成１１年法律第

２２５号）第２１条第１項の規定に基づき再生手続開始の申立てがなされたとき、

手形又は小切手が不渡りになったとき等をいう。以下同じ。）にないこと。 

 

３ 競争入札に参加できる特定建設工事共同企業体の構成員の資格要件  

⑴   電子調達サービスの登録申請が承認されている者の中で、小金井市に申請し、

電気工事に業種登録を行っている者  

⑵   東京都内に本店・支店又は営業所を有すること。  

⑶  電気工事の共同格付けＣランク以上で、電気工事の経営規模等評価結果（経営

事項審査結果）の総合評定値（総合評点）が６００点以上であること。 

⑷ 小金井市において、告示日又は開札日に指名停止を受けていないこと。 

⑸ 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。 

⑹ 経営不振の状態にないこと。  

 

４ 特定建設工事共同企業体の資格要件  

⑴ 自主的に結成された特定建設工事共同企業体であること。 

⑵ 構成員間において、特定建設工事共同企業体協定書により協定を締結している

こと。 

⑶ 構成員は、２者又は３者であること。 

⑷ 代表者における出資比率は、構成員のうち最大であること。 

⑸ 共同企業体が、２者で構成される場合は構成員の最小の出資比率は３０パーセ

ント以上とし、３者で構成される場合は構成員の最小の出資比率は１５パーセン

ト以上であること。 

⑹ 構成員は、本工事における他の特定建設工事共同企業体の構成員でないこと。 

⑺ 特定建設工事共同企業体について、定めがないことについては共同企業体運用



準則（昭和６２年８月１７日付け建設省中建審発第１２号）によるものとする。 

 

５ 総合評価に関する事項  

⑴ 落札者の決定方法 

ア 次の算式により算出した総合評価点の最も高いものを落札者とする。ただし、

小金井市総合評価方式実施ガイドライン「４ 低入札価格調査及び失格基準」

に基づき、調査基準価格を下回ったものを失格とする場合がある。  

総合評価点＝価格評価点＋技術評価点  

イ 同じ総合評価点のものが２者以上ある場合は、技術評価点が高い者を落札者

として選考し、それでも順位が決定しない場合には、電子調達サービスのシス

テムによるくじで落札者を決定する。 

⑵ 価格評価点の算出方法 

価格評価点は、次の算式により算出する。 

価格評価点＝１００点×（１－入札価格/予定価格）とし、小数点以下第３位四

捨五入し、小数点第２位まで算定する。 

なお、入札価格は各入札者の入札金額とする。 

⑶ 技術評価点の算出方法 

技術評価点は、入札者の提出する「簡易な施工計画」、「企業の技術力及び企業

の社会性、信頼性」及び「その他」に係る技術提案書資料により落札者決定基準

に基づき次の算式により算出する。 

技術点＝企業に技術力及び企業の信頼性・社会性の評価の合計（素点 満点４

６点）×２５÷４６とし、小数点以下第３位四捨五入し、小数点第２位まで算定

する。 

⑷  同種工事、同規模工事の区分  

同種工事については、令和２年４月１日以降に完了した、官公庁発注の電気工

事１億円以上（消費税及び地方消費税抜き）とする。  

同規模工事については、令和２年４月１日以降に完了した、官公庁発注の電気

工事延べ床面積５，０００㎡以上の新築、増築、改築工事とする。  

⑸  評価内容の担保  

実際の整備工事に際しては、技術要素審査時に提出した資料を満たす施工を行

うものとする。 

受注者の責により技術提案を満たす施工が行われない場合は、是正を行う。是



正が困難又は合理的でない場合は、工事成績の減点、契約金額の減額、損害賠償

の請求等を行う。 

なお、施工状況が特に悪質と認められる場合は、小金井市競争入札参加有資格

者指名停止措置要領に基づく指名停止を行うものとする。 

 

６ 申請期間  

令和７年１０月２３日（木）から令和７年１１月１２日（水）午後４時まで  

 

７ 申請方法及び提出書類  

⑴ 電子調達サービスの希望申請から「一般競争入札参加資格確認申請書」を送信

すること。  

⑵ 本工事は、特定建設工事共同企業体が申請可能な工事であるが、電子調達サー

ビス上、「ＪＶ案件」としてではなく「単体案件」として登録しているため、共

同企業体として参加を希望する場合は、電子調達サービスの希望申請及び電子入

札の手続においては、特定建設工事共同企業体の代表者の認証で行うこと。 

 この場合において、特定建設工事共同企業体の代表者は、電子調達サービスの

希望申請から「一般競争入札参加資格確認申請書」を送信すること。  

⑶ その他の提出書類  

次のア及びイに掲げる書類を小金井市総務部管財課契約係宛てに提出するこ 

と。  

なお、アは市に持参、イは電子調達サービスの申請書送付時にデータを添付し

て送付をすること。  

ア 特定建設工事共同企業体協定書類一式（※単体企業での参加の場合は不要）  

イ 直近の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写し  

 ⑷ 提出先等 

ア 提出先     小金井市総務部管財課契約係 

イ 電話番号    ０４２（３８７）９８１４ 

ウ メールアドレス s020499＠koganei-shi.jp 

エ 提出期限    令和７年１１月１２日（水）午後４時まで 

なお、内容に不明な点がある場合は他の書類の提出を求めることがある。 

 

８ 審査結果通知  



入札参加の有無については、令和７年１１月２０日（木）に電子調達サービスに

より「入札参加資格確認結果通知書」で通知する。  

 

９ 入札書類等の質疑等  

入札書類等についての質問及び回答は、以下のとおり行う。 

質疑書は、電子調達サービスのお知らせ情報からダウンロードすること。 

なお、質疑に対する回答は、設計図書と同等に取り扱うものとする。 

⑴ 第１回 

質問は電子メールにより受付け、回答は市のホームページ（入札・契約情報告

示）で公表する。質疑書には、電子調達サービスの受付番号、メールアドレスを

記載し、送信後、電話にて受信確認を行うこと。 

ア 提出先        小金井市総務部管財課契約係 

イ 電話番号        ０４２（３８７）９８１４ 

ウ メールアドレス    s020499＠koganei-shi.jp 

エ 質問提出期限     令和７年１０月２９日（水）午後４時まで 

オ 質問回答日       令和７年１１月５日（水） 

⑵ 第２回 

ア 質問及び回答は、電子調達サービスにより行う。 

イ 質問提出期限     令和７年１１月２７日（木）午後４時まで 

ウ 質問回答日       令和７年１２月３日（水）  

 

１０ 入札・技術提案書提出期限 令和７年１２月２４日（水）午後４時まで  

 

１１ 技術提案書の作成について 

⑴ 入札者は、技術提案書を作成し、令和７年１２月２４日（水）午後４時までに

持参して提出しなければならない。 

提出先 小金井市総務部管財課契約係  

⑵ 技術提案書は、正本１部、副本１０部及び内容を記録したデータ（ＣＤ－Ｒ等）

一式を提出すること。なお、副本のうち２部は入札者名が分かる体裁とし、８部

は入札者名が分からない体裁とすること。 

⑶ 設計図書等は、以下のものとする。 

設計図書等については、市にて入札参加希望者に直接提供する。 



提供を希望する者は、別記様式集様式５を作成し、令和７年１１月１２日（水）

午後４時までに市に持参して、提出しなければならない。 

なお、様式５は、電子調達サービスの発注案件情報からダウンロードすること。 

提出先 小金井市総務部管財課契約係  

ア 現場説明事項 

イ 特記仕様書 

ウ 設計図面（建築・機械・電気） 

エ 内訳書（金抜き） 

⑷   技術提案書は、記載の工事内容について、別記様式集（Ａ４判サイズ・文字サ

イズ１０．５ポイント以上）に作成し、技術的所見を述べること。 

⑸   技術提案書に含まれるべき項目は、落札者決定基準表１のとおりとする。 

⑹   技術提案書の作成に係る費用は、提出者の負担とする。 

⑺   市は、提案内容に関する事項が提案者以外の者に知られることのないように取

り扱うものとする。 

⑻   市は、提出された技術提案書を技術評価以外に提出者に無断で使用しないもの

とする。 

⑼   提出された技術提案書は、返却しないものとする。 

⑽   落札者の提出した技術提案書の内容については、採用した理由の説明を求めら

れた場合に他者と比べ優位な点を公表する場合がある。 

⑾   提出期限以降における技術提案書の差し替え及び再提出は認めない。 

⑿   技術提案書に虚偽の記載をした場合は、提出された技術提案書を無効とする。 

 

１２ 入札手続等  

⑴ 入札の手続については、特に指定がある場合を除き電子調達サービスを利用し

て行う。電子調達サービスの利用に当たっては、利用規約を遵守すること。  

⑵ 入札書に記載する金額は、消費税に係る課税事業者、免税事業者を問わず、見

積もった契約希望額の１１０分の１００に相当する金額を入力すること（消費税

及び地方消費税を除いた金額を入力すること。）。  

⑶  入札に際しては、積算内訳書のデータを添付すること。  

⑷ 入札の回数は、１回とする。  

⑸ 入札保証金は、免除とする。  

⑹ 小金井市契約事務規則第２１条において無効と定める入札は、これを無効とす



る。  

⑺ 入札参加者が１者に満たない場合は、入札を中止する。  

⑻ 入札参加者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法

律第５４号）の規定に抵触する行為を行ったおそれがあるとき等、公正な入札の

確保が困難であると認められるとき、又はその他やむを得ない事由が認められる

ときは、入札を中止することがある。  

 

１３ 入札参加資格の喪失  

入札参加資格を得た者が入札日までに当該案件の参加資格要件を欠くことにな

ったとき、又は参加申請書の内容に虚偽の記載事項があったときは、入札に参加で

きないこととする。  

 

１４ 開札日時等  

⑴  開札日時 令和８年１月２０日（火）午後２時  

⑵ 場  所 電子調達サービス  

 

１５ 契約保証金  

落札者は、小金井市契約事務規則第４７条に基づき、契約保証金として、契約金

額の１００分の１０以上を納付する。  

⑴  小金井市契約事務規則第４７条第２項第１号の規定に基づく履行保証保険契

約を締結した場合は、契約保証金は免除とする。  

⑵ 契約保証金の納付は、小金井市契約事務規則第４８条各項に掲げる担保の提供

をもってこれに代えることができる。  

 

１６ 契約の締結  

本工事契約は、議会の議決を必要とするため落札者決定後速やかに仮契約の締結

を行う。  

なお、別に関連工事として建築工事及び機械設備工事に分離して発注するため、

令和７年小金井市告示第２１５号の建築工事及び小金井市告示第２１７号の機械

設備工事の契約が小金井市議会において可決後、小金井市指定の工事請負契約書に

より、本契約を締結する。  

ただし、小金井市議会において可決されなかった場合及び関連工事について本契



約まで締結が至らなかった場合は、入札中止とし、本工事契約を締結しないものと

する。  

 

１７ 非落札理由の説明  

⑴ 非落札者のうち、落札者の決定結果に対して不服のある者は、落札決定の公表

を行った日の翌日から起算して５日（閉庁日を除く。）以内に非落札理由につい

ての説明を求めることができる。  

⑵ 非落札理由について説明を求められたときは、落札決定の公表を行った日の翌

日から起算して１５日（閉庁日を除く。）以内に回答する。  

 

１８ その他 

⑴ 小金井市総合評価方式実施ガイドラインに基づき、落札者を決定した場合は、

契約後速やかに、落札者名、入札者の入札価格及び入札者の評価の状況（技術評

価点、価格評価点、総合評価点）を公表する。 

⑵ 入札者は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）、同法施行令、建設業法そ

の他関係法令を遵守すること。 


